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群馬県成長実現型   
　   補助金

3つの支援メニュー

利⽤の流れ

補助上限 補助上限

200

2 3 4 5

※申請前の事前相談は必須です。　　　　　　　　※交付決定前の事業着手は、一部を除き補助対象外となります。

利用する事業区分や計画を

事前にご相談ください

100

M&Aによる事業承継、経営基盤の強靭化を支援します！

✅ 会社や事業がどのくらいの評価になるのか試算したい方

✅ M&Aプロセスに関する経費を抑えて成長投資への資金を確保したい方

✅ 経営・業務統合に取り組み、M&Aの効果を最大化したい方

県内中堅企業者・中小企業者対象

譲渡型（売り手支援）

M&Aによる事業承継を支援

対 象
者

万円

【補助対象経費の例】

企業・事業価値評価費用

M&A仲介・FA契約に係る費用 統合計画の実行における設備費等

PMIに係るコンサルティング費用

（統合計画の策定など）

1/2
以内

補助率

補助金の詳細は群馬県ホームページから　　

ご確認ください　　　　　　 



M&A

譲受型（買い手支援） 承継後支援型

M&A後のPMI（経営統合作業）を支援M&Aによる企業成長を支援

県内中小企業者

補助上限額

企業概要書の作成費用

補助上限額 万円

対 象
者 県内中堅・中小企業者

【補助対象経費の例】

M&A仲介・FA契約に係る費用

契約書のレビュー・作成費用

対象企業のデュー・ディリジェンス費用

補助上限額 200 万円

対 象
者 県内中堅・中小企業者

【補助対象経費の例】

群馬県 M&A補助金

群馬県産業経済部地域企業支援課パワーアップ推進係

TEL：027-226-3342 e-mail：power-up@pref.gunma.lg.jp

県への事前相談

必要書類をご準備いただき、

提出してください

交付申請の提出

申請書の内容を審査し、

交付・不交付を決定します

審査・交付決定

交付決定後、

補助事業を実施してください

補助事業の実施
事業終了後の実績報告により、

適正な実施が確認できた場合、

補助金を交付します

実績報告・補助金交付

申請期限

事業区分により申請期限が異なりますので、ご注意ください 


・「譲渡型（売り手支援）」「承継後支援型」：令和 8
年
12
月
18
日（金）
・「譲受型（買い手支援）」：令和 8
年
9
月
30
日（水）

交付要件、補助対象経費等は、交付要綱・公募要領等で必ずご確認ください。

群 馬
県

【こんな方におすすめ！】

【県ホームページ】 【お問い合わせ先】

必須
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